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管理番号 0236_001

健全度：Ⅲ－高
中央部のうき、右側のうき、剥離の劣化が著しい。
健全度Ⅲのなかでも補修優先度は高い。
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第１章.長寿命化修繕計画策定の背景・目的 
道路法面の維持管理は、パトロールにより異常の有無を確認し、必要に応じて対策を実施

していましたが、統一的な判断基準がなく、過去の実績や担当者の経験により実施していた

ため、地域機関や担当者によって判断のバラツキがあると考えられてきました。 

今後の維持管理は、定期点検により施設の状態を把握し、国が示した統一的な判断基準「道

路土工構造物点検要領」によって、対策が必要な箇所を明らかにするとともに、施設の特性

や設置箇所等を踏まえ、計画的な維持管理を行うこととします。 

このような背景から、富津市が管理する道路法面について、これまでに実施した点検結果

（令和 6 年度（56 箇所））を踏まえ、維持管理を効率的に行うための令和 2 年度に策定した

「富津市法面長寿命化修繕計画」を更新しました。 

 

■「道路土工構造物点検要領」(平成 29 年 8 月国土交通省道路局)による判定区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■法面点検結果（判定区分の割合；左：令和 2 年、右：令和 7 年） 

 令和 2 年度以降、補修実施の効果で健全度は改善傾向にあります。 

 

 

  

Ⅰ 健全

Ⅱ 経過観察段階

Ⅲ 早期措置段階

Ⅱ, 64%

Ⅲ, 36%
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第２章.富津市の法面の現状 
富津市では、法面点検結果で健全性の判定区分がⅢ（早期措置段階）となった計 12施設

と切土法面が垂直である施設 1箇所（健全度Ⅱ）の計 13箇所の現地調査行いました。 

現地調査結果は、健全度Ⅲ、及び健全度Ⅱの施設の修繕優先度を高、中上、中下、低の 4

段階で判断し直しました。 

 

■令和 7年 12月現地調査による修繕優先度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■法面施設の代表的損傷事例：戸面原字藤木線（0236＿001） 

吹付モルタル（変状：うき）                   吹付モルタル（変状：亀裂）  

 

 

 

 

 

 

 

 

吹付モルタル（変状：土砂突出）              吹付モルタル（変状：U 字溝破損）  
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第３章.長寿命化修繕計画の基本方針 

(１)管理目標と維持管理手法の設定 

道路法面は、比較的施設数が多く、第三者被害が懸念される施設です。どのように管理

するかという“管理目標”を踏まえて管理を実施するものとし、設置状況や劣化環境の特

性に応じた目標を設定することにより、メリハリのある管理を実現することとします。 

(２)管理区分の設定 

管理区分は、第三者被害の可能性の有無等を踏まえて以下のとおり設定しました。 

 

■管理区分の設定イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)点検方法・点検頻度の設定 

重要度Ⅰの道路法面施設（39箇所）は、予防保全型管理に該当するため、5年に 1回は

近接目視等により点検することとします。 

管理目標 維持管理手法 

定期的な点検により、対象施設の状態を把握し、限界水準を下回る

前の段階で経過観察をしながら対策実施の有無を判断。 
予防保全型管理 

定期的な点検により、対象施設の状態を把握し、限界水準を下回る

前の段階（判定区分Ⅲ）で補修を実施。 
事後保全型管理 

道路法面高による区分 
管理区分 

（維持管理手法） 

対策の 

実施時期 

下記条件に該当する「重要度１」の構造物 

a) 構造物が設置されている道路の代替路の有無 

b) 1 級、2 級市道の法高 15m 以上の構造物 

c) 避難所（主に学校）の近傍にある構造物 

d) 第三者被害の可能性が高い健全度Ⅲ、及び斜面勾配 

90°の構造物 

予防保全型管理 

健全度Ⅱの

段階で判断、

Ⅲの段階で

実施 

第三者被害の可能性はほとんど無い構造物 

「重要度１」以外の構造物 
事後保全型管理 

健全度Ⅲの

段階で実施 
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第４章.長寿命化修繕計画の効果 

■健全度と経過年数の劣化速度のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コスト縮減効果費用の算定に際し、健全度と経過年数の劣化速度を次のように想定しま

した。 

⚫ 法面の使用年数を 50年と仮定しました。事後保全型管理では、使用年数の 50年ご

とに更新または大規模修繕を実施するものとしました。 

⚫ 予防保全型管理では、使用年数（50年）が 1.5倍程度となるよう、健全度の判定区

分「Ⅲ」で早期措置段階の対策（修繕）を対象施設に実施し、最終的に更新または

大規模修繕を行うものとしました。 

⚫ 修繕後の劣化は、従前の使用年数も劣化が早まるものと想定し、合計の使用年数を

75年と設定しました。 

また、コスト縮減効果費用は、事後保全型管理（大規模修繕の 50年サイクル）と、予防

保全型管理（早期措置段階対策 2回実施＋大規模修繕の 75年サイクル）の２ケースについ

て、150年間における費用を合計して比較を行いました。 

この結果、１年当たりの合計費用を比較すると、予防保全のケース（約 3,390万円/年）

は、事後保全のケース（約 5,050万円/年）と比べ約 33％のコスト縮減効果があることが分

かります。 

 

■ライフサイクルコスト分析（推計結果） 

推計項目 予防保全型管理 事後保全型管理 

150年間で発生する費用（億円） 50.8 75.8 

単年度あたりの費用（万円） 3,390 5,050 
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富津市法面長寿命化修繕計画 問合せ先 

富津市役所 建設経済部建設課 

〒２９３－８５０６ 

千葉県富津市下飯野２４４３ 

℡０４３９（８０）１３０２（直通） 

第５章.長寿命化修繕計画に関する今後の取り組み 

今後、富津市が効率的な道路法面の管理を実施していくためには、下記に示す事項への

取組みが重要と考えます。 

(１)長寿命化修繕計画の進捗状況把握および評価 

今後、効率的な道路法面の管理を行うためには、「定期的な点検の実施による健全度の

把握」、および「修繕工事の実施記録・蓄積による修繕実績の把握」を確実に行い、修繕

の実施状況をモニタリングして、長寿命化修繕計画のフォローアップ（進捗状況の把握お

よび計画の評価）を定期的に実施する必要があります。 

(２)施設関連データの蓄積 

長寿命化修繕計画の定期的な見直し・更新を行うためには、今回整理した点検結果等の

施設管理の基礎データを活用することが重要となります。そのため、長寿命化修繕計画を

はじめとする道路施設管理に必要となる情報は、今後、計画の見直し・更新の際に様々な

分析や評価に利用できるよう、利活用を意識したデータ蓄積を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


